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資料３ 

 

１ 水質汚濁防止法が一部改正されました 

（平成２２年５月１０日公布） 

 

■改正の背景 

  ここ数年、大企業も含めた一部の事業者において、水質汚濁防止法の排出基準

の超過及び工場の従業員による測定データの改ざん等の法令違反事案が明らか

となり、これまでの公害防止管理体制に綻びが生じている事例が見られています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  また、近年、公共用水域における水質事故が増えており、 

全国一級河川ではここ１０年で約３倍となっています。 

  このような状況を踏まえ、公害防止対策の効果的な実施を 

図るため水質汚濁防止法が一部改正されました。 

 

■改正の概要 

 

 

  水質汚濁防止法第１４条に基づく排出水等の汚染状態の測定（いわゆる「自主

検査」）については、現行では測定の未実施、未記録、虚偽の記録に対する罰則

はありませんでしたが、今回の法改正で、記録の保存が義務づけられるとともに

義務に違反して記録をしない者、虚偽の記録をした者又は記録を保存しなかった

者に対して罰則が設けられました。（３０万円以下の罰金） 

 

 

  水質汚濁防止法第１４条の２では、汚水の流出事故が生じた場合は、応急措置

の実施と県への届出が義務づけられています（事故時の措置）。しかし、近年、

河川等で発見される水質事故の件数が増加、現行制度において事故時の措置の対

象となっていない物質や施設に係る事故が発生しており、事故時の措置の対象物

質と施設の範囲が拡大されました。 

Ｈ１７．２ 鉄鋼業
５年間以上、排水基準、協定値を超過した測
定データを協定値内に改ざんして行政に報
告。

Ｈ２１．３ 製紙業
水質データを排水基準以下に改ざんして県に
報告。県の立入検査時に排出水を河川水で
希釈して分析値が低くなるよう偽装。

Ｈ２２．１ 化学工業
排水基準を超過した分析結果を欠測に書き換
えるよう測定委託会社へ指示

全国における近年の不適正事案の概要

１ 自主検査の未記録・改ざんに対する罰則 

２ 事故時の措置の対象物質・施設の拡大 
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  水質汚濁防止法の規制のほか、汚水等の排出や地下浸透の状況の把握、水質の

汚濁の防止のための必要な措置について自主的な取組の規定が設けられました。

（第１４条の４） 

 

■公布と施行期日について 

  公布（平成２２年５月１０日）から１年以内で政令で定める日から施行、ただ

し「３事業者による自主的な公害防止の取組促進」については公布の日から３月

を経過した日から施行となっており既に施行されています。 

■法律の概要等 

  新旧対照条文等の関連資料が環境省のホームページに掲載されています。 

・平成 22 年 3 月 2 日、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する

法律案の閣議決定について 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=12205 

 

 

＊事故時の措置の対象物質・施設の拡大について 

・水濁法に基づき、応急の措置を講じ、速やかに、その事故の状況及び講じた 

措置の概要を県知事へ届出（事故届出）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 事業者による自主的な公害防止の取組促

改正前 改正後

①【特定事業場】

有害物質 油

②【貯油事業場】

油

・公共用水域へ排出された場合
・地下浸透した場合

有害物質 生活環境項
目

・公共用水域へ排出
・地下浸透

・公共用水域へ排出

・公共用水域へ排出された場合
・地下浸透した場合

特定事業場以外 油

・公共用水域へ排出された場合
・地下浸透した場合

特定事業場かどうか
関係なく貯油施設等
を持つ事業場

③【指定事業場】（新）

有害物質 指定物質

・公共用水域へ排出された場合
・地下浸透した場合

有害物質・指定物質を
使用等する工場・事業場

具体的な物質は
検討中
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■事業者による自主的な公害防止の取組促進 

■施行期日は平成２２年８月１０日 
 

「大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律」一部施行 
（１）（大気汚染防止法の一部改正）省略 
（２）（水質汚濁防止法の一部改正） 

大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律 
第二条 水質汚濁防止法（昭和四十五年法律第百三十八号）の一部を次のように

改正する。 
      目次中「第十四条の三」を「第十四条の四」に、「第十四条の四－第十四条の

十」を「第十四条の五－第十四条の十一」に改める。 
第二章の二中第十四条の十を第十四条の十一とし、第十四条の四から第十四

条の九までを一条ずつ繰り下げる。 
第二章中第十四条の三の次に次の一条を加える。 
（事業者の責務） 

第十四条の四 事業者は、この章に規定する排出水の排出の規制等に関する措

置のほか、その事業活動に伴う汚水又は廃液の公共用水域への排出又は地下

への浸透の状況を把握するとともに、当該汚水又は廃液による公共用水域又

は地下水の水質の汚濁の防止のために必要な措置を講ずるようにしなければ

ならない。 
第二十八条第一項中「第十四条の七第一項、第十四条の八第五項」を「第十

四条の八第一項、第十四条の九第五項」に改める。 
 

大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律附則 
   （措置命令に関する経過措置） 

第二条 この法律の施行前に第二条の規定による改正前の水質汚濁防止法第十四

条の二第三項の規定によりした命令は、第二条の規定による改正後の水質汚濁

防止法第十四条の二第四項の規定によりした命令とみなす。 
（その他の経過措置の政令への委任） 

  第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政

令で定める。 
第九条 次に掲げる法律の規定中「第十四条の七第一項」を「第十四条の八第一

項」に改める。 
   一 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別

措置法（平成六年法律第九号）第二十条 
   二 有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律（平成十四年法

律第百二十号）第十三条第二項 

４ 一部が施行されています 
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２ ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等に係る暫定排水基準 

 

■環境省において、水質汚濁防止法におけるほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等に係

る暫定排水基準が見直され、暫定排水基準が設定されていた２１業種のうち６業

種については一律排水基準へ移行、１５業種については平成２２年７月１日から

引き続き暫定排水基準が適用されます。 

■施行期日 平成２２年７月１日 

■有害物質の排水基準は排水量を問わず、全ての特定事業場に適用されます。暫定

排水基準の適用にあたっては、業種等を特定する必要がありますので、水環境課

又は各保健所に御相談ください。 

■基準値等の詳細は環境省ホームページを御確認ください。 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=12561 

 

■参考 ほう素、ふっ素、アンモニア及び硝酸・亜硝酸化合物の一律排水基準 

      項  目               排水基準 

   ほう素及びその化合物         海域以外  １０mg/l 

                      海域   ２３０mg/l 

   ふっ素及びその化合物         海域以外   ８mg/l 

                      海域    １５mg/l 

   アンモニア、アンモニウム化合物         １００mg/l 

   亜硝酸化合物及び硝酸化合物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２１業種と暫定基準の関係

暫定基準
設定の有

無

【今回改
正】

暫定基準
設定の有

無
【今回改正】

暫定基準
設定の有

無

【今回改
正】

1 非鉄金属精錬・製造業 ○ 一律へ
2 ほうろう鉄器製造業 ○ ○２ 強化
3 うわ薬製造業 ○２ ○２ 強化
4 イットリウム酸化物製造業 ○ 一律へ
5 炭酸バリウム製造業 ○ 一律へ
6 黄鉛顔料製造業 ○ 一律へ
7 すず化合物製造業 ○ 一律へ
8 硝酸銀製造業 ○ 一律へ
9 酸化コバルト製造業 ○ 強化

10 電気メッキ業 ○ ○２ ○ 強化
11 ジルコニウム化合物製造業 ○ 強化
12 モリブデン化合物製造業 ○ 強化
13 バナジウム化合物製造業 ○ 強化
14 貴金属製造・再生業 ○ ○ 強化
15 化学肥料製造業 ○
16 畜産農業 ○
17 旅館業 ○ ○２
18 下水道業 ○ ○ 強化
19 ほう酸製造業 ○
20 金属鉱業 ○
21 粘土かわら製造業 ○

21業種
暫定排水基準の表中

業種その他の区分の数
10 10 13

ホウ素 フッ素 アンモニア
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３ 窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る湖沼 

窒素・燐規制の対象湖沼が追加 
 

■湖沼などの閉鎖性水域における水環境を保全するため、水質汚濁防止法に基づき、

窒素含有量とリン含有量に関する排水基準が定められています。湖沼の水質保全

については、一定の要件を満たす湖沼を「排水基準に係る湖沼」として指定し、

その集水域にある特定事業場に対する排水に窒素、燐の基準が適用されます。 

■排水基準値  

窒素含有量 120mg/l（日間平均 60mg/l）  

燐含有量 16mg/l（日間平均 8mg/l）  

■熊本県の場合「窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る海域」（湖沼

と同様に窒素、燐の排水基準が適用されます）に、有明海、八代海、羊角湾が対

象海域となっています。 

■窒素と燐の排水基準が適用されるのは、排水量５０m3/日以上です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．今回新たに燐含有量についての排水基準に係る湖沼に定められた湖沼　３湖沼
湖沼名 所在地 管轄保健所名
竜門ダム貯水池 菊池市 菊池
五和東部ダム貯水池 天草市
上津浦ダム貯水池 天草市

２．既に窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る湖沼に定められている湖沼　２０湖沼
(１)窒素含有量についての排水基準に係る湖沼
湖沼名 所在地 管轄保健所名
松原ダム貯水池 阿蘇郡小国町並びに大分県日田市 阿蘇
緑川ダム貯水池 下益城郡美里町及び上益城郡山都町 御船

(２)燐含有量についての排水基準に係る湖沼
湖沼名 所在地 管轄保健所名
下筌ダム貯水池 阿蘇郡小国町並びに大分県日田市
松原ダム貯水池 阿蘇郡小国町並びに大分県日田市
大谷ダム貯水池 阿蘇郡高森町
緑川ダム貯水池 下益城郡美里町及び上益城郡山都町
深迫ダム貯水池 上益城郡益城町
立岡ため池 宇士市及び宇城市
石打ダム貯水池 宇城市
萩尾大ため池 宇城市
油谷ダム貯水池 八代市
氷川ダム貯水池 八代市
市房ダム貯水池 球磨郡水上村
内谷ダム貯水池 球磨郡五木村
清願寺ダム貯水池 球磨郡あさぎり町
教良木ダム貯水池 上天草市
亀川ダム貯水池 天草市
楠浦ダム貯水池 天草市
第一ヤイラギダム貯水池 天草市
第二ヤイラギダム貯水池 天草市
姫ノ河内ダム貯水池 天草市
都呂々ダム貯水池 天草郡苓北町

備考　第一及び第二に掲げる湖沼の位置は、平成二十一年十二月一日における行政
区画によつて表示されたものとする。

天草

八代

宇城

天草

阿蘇

人吉

御船


